
  大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例　
令和２年度　一部改正　内容一覧

№ 項　　　目 改正後 改正前 条　文 施行日

(1)
一般被保険者に係る

基礎賦課額の所得割額の算定

「第35条の２第１
項」の次に「、第35
条の３第１項」を加
える。

第15条
令和3年
4月1日

１００分の７．１３ １００分の７．１４

３８，８００円 ３９，９００円

７割 ２７，１６０円 ２７，９３０円

５割 １９，４００円 １９，９５０円

２割 ７，７６０円 ７，９８０円

１００分の２．４１ １００分の２．２９

１３，２００円 １２，９００円

７割 ９，２４０円 ９，０３０円

５割 ６，６００円 ６，４５０円

２割 ２，６４０円 ２，５８０円

１００分の２．３６ １００分の１．９７

１７，０００円 １５，６００円

１００分の５８ １００分の５６

１００分の４２ １００分の４４

７割 １１，９００円 １０，９２０円

５割 ８，５００円 ７，８００円

２割 ３，４００円 ３，１２０円

基礎控除額（43万
円）＋（給与所得者
等の数－１）×10万
円

基礎控除額（33万
円）

基礎控除額（43万
円）＋（給与所得者
等の数－１）×10万
円＋28.5万円×（被
保険者数＋特定同一
世帯所属者数）

基礎控除額（33万
円）＋28.5万円×
（被保険者数＋特定
同一世帯所属者数）

基礎控除額（43万
円）＋（給与所得者
等の数－１）×10万
円＋52万円×（被保
険者数＋特定同一世
帯所属者数）

基礎控除額（33万
円）＋52万円×（被
保険者数＋特定同一
世帯所属者数）

公的年金等所得に係る
保険料の減額賦課の特例

第19号の２第１号中
「110万円」とある
のは「125万円」と
する。

付則
令和3年
4月1日

(6)

(4)

(3)

(2)

(5)

納付義務者に対して
課する保険料の額

被保険者均等割額から７割減額する場合
の所得基準額

第19条の2被保険者均等割額から５割減額する場合
の所得基準額

被保険者均等割額から２割減額する場合
の所得基準額

国民健康保険料
（介護分）の料率等

賦課期日の属する年の前年の所得に係る
基礎控除後の総所得金額等の所得割率

第16条の４

被保険者均等割の1人当りの金額
（年額）

所得割率算定に係る所得割の賦課総額に
相当する割合

被保険者均等割１人当たり金額算定に係
る均等割の賦課総額に相当する割合

被保険者均等割額から減額する額 第19条の2

公的年金等控除（年齢65歳以上である者
に係るものに限る。）の控除を受けた場
合における第19条の２の規定を適用する
場合の読替え規定の追加

新型コロナウイルス感染症に
感染した被保険者等に係る

傷病手当金

傷病手当金の規定に定める新型コロナウ
イルス感染症の定義

新型コロナウイルス
感染症（病原体が
ベータコロナウイル
ス属のコロナウイル
ス（令和2年1月に、
中華人民共和国から
世界保健機関に対し
て、人に伝染する能
力を有することが新
たに報告されたもの
に限る。）である感
染症

新型インフルエンザ
等対策特別措置法
（平成24年法律第
31号）附則第１条の
２に規定する新型コ
ロナウイルス感染
症

付則

国民健康保険料
（後期高齢者支援金分）

の料率等

賦課期日の属する年の前年の所得に係る
基礎控除後の総所得金額等の所得割率

第15条の12
被保険者均等割の1人当りの金額
（年額）

被保険者均等割額から減額する額 第19条の2

改　　正　　内　　容

長期譲渡所得の金額について控除を適用
する規定の追加

国民健康保険料
（基礎分）の料率等

賦課期日の属する年の前年の所得に係る
基礎控除後の総所得金額等の所得割率

第15条の４
被保険者均等割の1人当りの金額
（年額）

被保険者均等割額から減額する額 第19条の2

公布の日

令和3年
4月1日

令和3年
4月1日

令和3年
4月1日

令和3年
4月1日

令和3年
4月1日

総務財政委員会

令和３年３月８日

区民部 資料１番

所管 国保年金課
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大田区国民健康保険条例 大田区国民健康保険条例 

昭和34年11月20日 

条例第15号 

昭和34年11月20日 

条例第15号 

第１条から第14条の４まで（略） 

 

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得 

割額の算定) 

第 15 条 前条の所得割額は、一般被保険者 

に係る賦課期日の属する年の前年の所得 

に係る地方税法第 314 条の２第１項に規 

定する総所得金額及び山林所得金額並び 

に他の所得と区分して計算される所得の 

金額(同法附則第 33 条の２第５項に規定 

する上場株式等に係る配当所得等の金額 

(同法附則第 35 条の２の６第 11 項又は第 

15 項の規定の適用がある場合には、そ 

の適用後の金額)、同法附則第 33 条の３ 

第５項に規定する土地等に係る事業所得 

等の金額、同法附則第 34 条第４項に規定 

する長期譲渡所得の金額(租税特別措置 

法(昭和 32 年法律第 26 号)第 33 条の４第 

１項若しくは第２項、第 34 条第１項、第 

34 条の２第１項、第 34 条の３第１項、第 

35 条第１項、第 35 条の２第１項、第 35 

条の３第１項又は第 36 条の規定の適用が 

ある場合には、これらの規定の適用によ 

り同法第 31 条第１項に規定する長期譲渡 

所得の金額から控除する金額を控除した 

金額)、地方税法附則第 35 条第５項に規 

定する短期譲渡所得の金額(租税特別措 

置法第 33 条の４第１項若しくは第２項、 

第 34 条第１項、第 34 条の２第１項、第 

34 条の３第１項、第 35 条第１項又は第 

36 条の規定の適用がある場合には、これ 

らの規定の適用により同法第 32 条第１項 

に規定する短期譲渡所得の金額から控除 

する金額を控除した金額)、地方税法附則 

第 35 条の２第５項に規定する一般株式等 

に係る譲渡所得等の金額(同法附則第 35 

条の３第 15 項の規定の適用がある場合に 

は、その適用後の金額)、同法附則第 35 

条の２の２第５項に規定する上場株式等 

に係る譲渡所得等の金額(同法附則第 35 

条の２の６第 15 項又は第 35 条の３第 13 

項若しくは第 15 項の規定の適用がある場 

合には、その適用後の金額)、同法附則第 

35 条の４第４項に規定する先物取引に係 

第１条から第14条の４まで（略） 

 

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得 

割額の算定) 

第 15 条 前条の所得割額は、一般被保険者 

に係る賦課期日の属する年の前年の所得 

に係る地方税法第 314 条の２第１項に規 

定する総所得金額及び山林所得金額並び 

に他の所得と区分して計算される所得の 

金額(同法附則第 33 条の２第５項に規定 

する上場株式等に係る配当所得等の金額 

(同法附則第 35 条の２の６第 11 項又は第 

15 項の規定の適用がある場合には、そ 

の適用後の金額)、同法附則第 33 条の３ 

第５項に規定する土地等に係る事業所得 

等の金額、同法附則第 34 条第４項に規定 

する長期譲渡所得の金額(租税特別措置 

法(昭和 32 年法律第 26 号)第 33 条の４第 

１項若しくは第２項、第 34 条第１項、第 

34 条の２第１項、第 34 条の３第１項、第 

35 条第１項、第 35 条の２第１項又は第 

36 条の規定の適用がある場合には、これ 

らの規定の適用により同法第 31 条第１項 

に規定する長期譲渡所得の金額から控除 

する金額を控除した金額)、地方税法附則 

第 35 条第５項に規定する短期譲渡所得の 

金額(租税特別措置法第 33 条の４第１項 

若しくは第２項、第 34 条第１項、第 34 

条の２第１項、第 34 条の３第１項、第 35 

条第１項又は第 36 条の規定の適用がある 

場合には、これらの規定の適用により同 

法第 32 条第１項に規定する短期譲渡所得 

の金額から控除する金額を控除した金 

額)、地方税法附則第 35 条の２第５項に 

規定する一般株式等に係る譲渡所得等の 

金額(同法附則第 35 条の３第 15 項の規定 

の適用がある場合には、その適用後の金 

額)、同法附則第 35 条の２の２第５項に 

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の 

金額(同法附則第 35 条の２の６第 15 項又 

は第 35 条の３第 13 項若しくは第 15 項の 

規定の適用がある場合には、その適用後 

の金額)、同法附則第 35 条の４第４項に 

規定する先物取引に係る雑所得等の金額 
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る雑所得等の金額(同法附則第 35 条の４ 

の２第７項の規定の適用がある場合に 

は、その適用後の金額)、外国居住者等の 

所得に対する相互主義による所得税等の 

非課税等に関する法律(昭和 37 年法律第 

144 号。以下「外国居住者等所得相互免除 

法」という。)第８条第２項(同法第 12 条 

第５項及び第 16 条第２項において準用す 

る場合を含む。第 19 条の２第１号におい 

て同じ。)に規定する特例適用利子等の 

額、同法第８条第４項(同法第 12 条第６ 

項及び第 16 条第３項において準用する場 

合を含む。同号において同じ。)に規定す 

る特例適用配当等の額、租税条約等の実 

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税 

法の特例等に関する法律(昭和 44 年法律 

第 46 号。以下「租税条約等実施特例法」 

という。)第３条の２の２第 10 項に規定 

する条約適用利子等の額及び同条第 12 項 

に規定する条約適用配当等の額をいう。 

以下この条において同じ。)の合計額から 

地方税法第 314 条の２第２項の規定によ 

る控除をした後の総所得金額及び山林所 

得金額並びに他の所得と区分して計算さ 

れる所得の金額の合計額(以下「基礎控除 

後の総所得金額等」という。)に第 15 条 

の４に規定する所得割の保険料率を乗じ 

て算定する。 

２ （略） 

 

第15条の２及び第15条の３（略） 

 

(同法附則第 35 条の４の２第７項の規定 

の適用がある場合には、その適用後の金 

額)、外国居住者等の所得に対する相互主 

義による所得税等の非課税等に関する法 

律(昭和 37 年法律第 144 号。以下「外国 

居住者等所得相互免除法」という。)第８ 

条第２項(同法第 12 条第５項及び第 16 条 

第２項において準用する場合を含む。第 

19 条の２第１号において同じ。)に規定す 

る特例適用利子等の額、同法第８条第４ 

項(同法第 12 条第６項及び第 16 条第３項 

において準用する場合を含む。同号にお 

いて同じ。)に規定する特例適用配当等の 

額、租税条約等の実施に伴う所得税法、 

法人税法及び地方税法の特例等に関する 

法律(昭和 44 年法律第 46 号。以下「租税 

条約等実施特例法」という。)第３条の２ 

の２第 10 項に規定する条約適用利子等の 

額及び同条第 12 項に規定する条約適用配 

当等の額をいう。以下この条において同 

じ。)の合計額から地方税法第 314 条の２ 

第２項の規定による控除をした後の総所 

得金額及び山林所得金額並びに他の所得 

と区分して計算される所得の金額の合計 

額(以下「基礎控除後の総所得金額等」と 

いう。)に第 15 条の４に規定する所得割 

の保険料率を乗じて算定する。 

 

２ （略） 

 

第15条の２及び第15条の３（略） 

 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険

料率） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険

料率） 

第15条の４ 一般被保険者に係る基礎賦課

額の保険料率は、次のとおりとする。 

第15条の４ 一般被保険者に係る基礎賦課

額の保険料率は、次のとおりとする。 

(１) 所得割 100分の7.13（一般被保険

者に係る基礎賦課総額の100分の58に

相当する額を一般被保険者に係る賦課

期日の属する年の前年の所得に係る基

礎控除後の総所得金額等の見込額（法

施行令第29条の７第２項第４号ただし

書に規定する場合にあつては、国民健

康保険法施行規則（昭和33年厚生省令

第53号。以下「省令」という。）第32

条の９に規定する方法により補正され

た後の金額）の総額で除して得た数） 

(１) 所得割 100分の7.14（一般被保険

者に係る基礎賦課総額の100分の58に

相当する額を一般被保険者に係る賦課

期日の属する年の前年の所得に係る基

礎控除後の総所得金額等の見込額（法

施行令第29条の７第２項第４号ただし

書に規定する場合にあつては、国民健

康保険法施行規則（昭和33年厚生省令

第53号。以下「省令」という。）第32

条の９に規定する方法により補正され

た後の金額）の総額で除して得た数） 

(２) 被保険者均等割 被保険者１人に

つき３万8,800円（一般被保険者に係る

基礎賦課総額の100分の42に相当する

(２) 被保険者均等割 被保険者１人に

つき３万9,900円（一般被保険者に係る

基礎賦課総額の100分の42に相当する
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額を当該年度の前年度及びその直前の

２か年度の各年度における一般被保険

者の数等を勘案して算定した数で除し

て得た額） 

 

第15条の５から第15条の11まで（略） 

 

額を当該年度の前年度及びその直前の

２か年度の各年度における一般被保険

者の数等を勘案して算定した数で除し

て得た額） 

 

第15条の５から第15条の11まで（略） 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率） 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率） 

第15条の12 一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

第15条の12 一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

(１) 所得割 100分の2.41（一般被保 

険者に係る後期高齢者支援金等賦課総 

額の100分の58に相当する額を一般 

被保険者に係る賦課期日の属する年の 

前年の所得に係る基礎控除後の総所得 

金額等の見込額（法施行令第29条の７ 

第３項第４号ただし書に規定する場合 

にあつては、省令第32条の９の２に規 

定する方法により補正された後の金額 

）の総額で除して得た数） 

(１) 所得割 100分の2.29（一般被保険 

者に係る後期高齢者支援金等賦課総 

額の100分の58に相当する額を一般 

被保険者に係る賦課期日の属する年の 

前年の所得に係る基礎控除後の総所得 

金額等の見込額（法施行令第29条の７ 

第３項第４号ただし書に規定する場合 

にあつては、省令第32条の９の２に規 

定する方法により補正された後の金額 

）の総額で除して得た数） 

(２) 被保険者均等割 被保険者１人に 

つき１万3,200円（一般被保険者に係る 

後期高齢者支援金等賦課総額の100分の 

42に相当する額を当該年度の前年度 

びその直前の２か年度の各年度におけ 

る一般被保険者の数等を勘案して算定 

した数で除して得た額） 

(２) 被保険者均等割 被保険者１人に 

つき１万2,900円（一般被保険者に係る 

後期高齢者支援金等賦課総額の100分の 

42に相当する額を当該年度の前年度及 

びその直前の２か年度の各年度におけ 

る一般被保険者の数等を勘案して算定 

した数で除して得た額） 

第15条の13から第16条の３まで（略） 第15条の13から第16条の３まで（略） 

(介護納付金賦課額の保険料率) (介護納付金賦課額の保険料率) 

第16条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る介

護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

第16条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る介

護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

(１) 所得割 100分の2.36（介護納付 

金賦課総額の100分の58に相当する 

額を介護納付金賦課被保険者に係る 

賦課期日の属する年の前年の所得に係 

る基礎控除後の総所得金額等の見込額 

（法施行令第29条の７第４項第４号た 

だし書に規定する場合にあつては、省 

令第32条の10に規定する方法により補 

正された後の金額）の総額で除して得 

た数） 

(１) 所得割 100分の1.97（介護納付 

 金賦課総額の100分の56に相当する 

額を介護納付金賦課被保険者に係る 

賦課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等の見込額 

（法施行令第29条の７第４項第４号た 

だし書に規定する場合にあつては、省 

令第32条の10に規定する方法により補 

正された後の金額）の総額で除して得 

た数） 

(２) 被保険者均等割 被保険者１人に 

つき１万7,000円（介護納付金賦課総額 

の100分の42に相当する額を当該年度の 

前年度及びその直前の２か年度の各年 

度における介護納付金賦課被保険者の 

数等を勘案して算定した数で除して得

(２) 被保険者均等割 被保険者１人に 

つき１万5,600円（介護納付金賦課総額 

の100分の44に相当する額を当該年度の 

前年度及びその直前の２か年度の各年 

度における介護納付金賦課被保険者の 

数等を勘案して算定した数で除して得 
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た額） た額） 

第16条の５から第19条まで（略） 第16条の５から第19条まで（略） 

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第19条の２ （略） 第19条の２ （略） 

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課期

日（賦課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には、その発生した日と

する。）現在においてその世帯に属す

る被保険者及び特定同一世帯所属者

（法第６条第８号に該当したことによ

り被保険者の資格を喪失した者であつ

て、当該資格を喪失した日の前日以後

継続して同一の世帯に属する者をい

う。以下同じ。）につき算定した地方

税法第314条の２第１項に規定する総

所得金額（同法第317条の２第１項第２

号に規定する青色専従者給与額又は同

法第313条第５項に規定する事業専従

者控除額については、同条第３項、第

４項又は第５項の規定を適用せず、所

得税法（昭和40年法律第33号）第57条

第１項、第３項又は第４項の規定の例

によらないものとし、地方税法第314条

の２第１項に規定する山林所得金額及

び他の所得と区分して計算される所得

の金額（同法附則第33条の２第５項に

規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額（同法附則第35条の２の６第11

項又は第15項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、同法附則

第33条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額、同法附則第34

条第４項に規定する長期譲渡所得の金

額、同法附則第35条第５項に規定する

短期譲渡所得の金額、同法附則第35条

の２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額（同法附則第35条

の３第15項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第

35条の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額（同法附

則第35条の２の６第15項又は第35条の

３第13項若しくは第15項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第35条の４第４項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額（同法

附則第35条の４の２第７項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金

額）、外国居住者等所得相互免除法第

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課期 

日（賦課期日後に保険料の納付義務が 

発生した場合には、その発生した日と 

する。）現在においてその世帯に属す 

る被保険者及び特定同一世帯所属者 

（法第６条第８号に該当したことによ 

り被保険者の資格を喪失した者であつ 

て、当該資格を喪失した日の前日以後 

継続して同一の世帯に属する者をい 

う。以下同じ。）につき算定した地方 

税法第314条の２第１項に規定する総 

所得金額（同法第317条の２第１項第２ 

号に規定する青色専従者給与額又は同 

法第313条第５項に規定する事業専従 

者控除額については、同条第３項、第 

４項又は第５項の規定を適用せず、所 

得税法（昭和40年法律第33号）第57条 

第１項、第３項又は第４項の規定の例 

によらないものとし、地方税法第314条 

の２第１項に規定する山林所得金額及 

び他の所得と区分して計算される所得 

の金額（同法附則第33条の２第５項に 

規定する上場株式等に係る配当所得等 

の金額（同法附則第35条の２の６第11 

項又は第15項の規定の適用がある場合 

には、その適用後の金額）、同法附則 

第33条の３第５項に規定する土地等に 

係る事業所得等の金額、同法附則第34 

条第４項に規定する長期譲渡所得の金 

額、同法附則第35条第５項に規定する 

短期譲渡所得の金額、同法附則第35条 

の２第５項に規定する一般株式等に係 

る譲渡所得等の金額（同法附則第35条 

の３第15項の規定の適用がある場合に 

は、その適用後の金額）、同法附則第 

35条の２の２第５項に規定する上場株 

式等に係る譲渡所得等の金額（同法附 

則第35条の２の６第15項又は第35条の 

３第13項若しくは第15項の規定の適用 

がある場合には、その適用後の金額）、 

同法附則第35条の４第４項に規定する 

先物取引に係る雑所得等の金額（同法 

附則第35条の４の２第７項の規定の適 

用がある場合には、その適用後の金 

額）、外国居住者等所得相互免除法第 
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８条第２項に規定する特例適用利子等

の額、同条第４項に規定する特例適用

配当等の額、租税条約等実施特例法第

３条の２の２第10項に規定する条約適

用利子等の額及び同条第12項に規定す

る条約適用配当等の額をいう。以下こ

の条において同じ。）の算定について

も同様とする。以下この条において同

じ。）及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第314条の２第２項

第１号に定める金額（世帯主並びに当

該世帯主の世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者（次号及び第３号

において「世帯主等」という。）のう

ち給与所得を有する者（前年中に同条

第１項に規定する総所得金額に係る所

得税法第28条第１項に規定する給与所

得について同条第３項に規定する給与

所得控除額の控除を受けた者（同条第

１項に規定する給与等の収入金額が55

万円を超える者に限る。）をいう。以

下この号において同じ。）の数及び公

的年金等に係る所得を有する者（前年

中に地方税法第314条の２第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法第35

条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公

的年金等控除額の控除を受けた者（年

齢65歳未満の者にあつては当該公的年

金等の収入金額が60万円を超える者に

限り、年齢65歳以上の者にあつては当

該公的年金等の収入金額が110万円を

超える者に限る。）をいい、給与所得

を有する者を除く。）の数の合計数（以

下この号、次号及び第３号において「給

与所得者等の数」という。）が２以上

の場合にあつては、地方税法第314条の

２第２項第１号に定める金額に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に10

万円を乗じて得た金額を加えた金額）

を超えない世帯に係る保険料の納付義

務者 

 

８条第２項に規定する特例適用利子等 

の額、同条第４項に規定する特例適用 

配当等の額、租税条約等実施特例法第 

３条の２の２第10項に規定する条約適 

用利子等の額及び同条第12項に規定す 

る条約適用配当等の額をいう。以下こ 

の条において同じ。）の算定について 

も同様とする。以下この条において同 

じ。）及び山林所得金額並びに他の所 

得と区分して計算される所得の金額の 

合算額が、地方税法第314条の２第２項 

に規定する金額を超えない世帯に係る 

保険料の納付義務者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割 

 額 

  ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割 

 額 

     被保険者１人について２万 

7,160円 

     被保険者１人について２万 

7,930円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る
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被保険者均等割額 被保険者均等割額 

被保険者１人について9,240円 被保険者１人について9,030円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者

均等割額 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者

均等割額 

被保険者１人について１万

1,900円 

被保険者１人について１万920

円 

(２) 前号に規定する総所得金額及び山

林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合算額が、地

方税法第314条の２第２項第１号に定

める金額（世帯主等のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあつては、同

号に定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加えた金額）に28万5,000円

に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場

合にはその発生した日とする。）現在

においてその世帯に属する被保険者の

数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者で

あつて前号に該当する者以外の者 

(２) 前号に規定する総所得金額及び山

林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合算額が、地

方税法第314条の２第２項に規定する

金額に28万5,000円に当該年度の保険

料賦課期日（賦課期日後に保険料の納

付義務が発生した場合にはその発生し

た日とする。）現在においてその世帯

に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た額を

加算した金額を超えない世帯に係る保

険料の納付義務者であつて前号に該当

する者以外の者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割

額 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割

額 

被保険者１人について１万

9,400円 

被保険者１人について１万

9,950円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る

被保険者均等割額 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る

被保険者均等割額 

被保険者１人について6,600円 被保険者１人について6,450円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者

均等割額 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者

均等割額 

被保険者１人について8,500円 被保険者１人について7,800円 

(３) 第１号に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、

地方税法第314条の２第２項第１号に

定める金額（世帯主等のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあつては、

同号に定める金額に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に10万円を乗じ

て得た金額を加えた金額）に52万円に

当該年度の保険料賦課期日（賦課期日

後に保険料の納付義務が発生した場合

にはその発生した日とする。）現在に

おいてその世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を

乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であ

(３) 第１号に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、

地方税法第314条の２第２項に規定す

る金額に52万円に当該年度の保険料賦

課期日（賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合にはその発生した日

とする。）現在においてその世帯に属

する被保険者の数と特定同一世帯所属

者の数の合計数を乗じて得た額を加算

した金額を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者であつて前２号に該当す

る者以外の者 
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つて前２号に該当する者以外の者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割

額 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割

額 

被保険者１人について7,760円 被保険者１人について7,980円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る

被保険者均等割額 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る

被保険者均等割額 

被保険者１人について2,640円 被保険者１人について2,580円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者

均等割額 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者

均等割額 

被保険者１人について3,400円 被保険者１人について3,120円 

第19条の３から第29条まで（略） 第19条の３から第29条まで（略） 

付 則 付 則 

第１条及び第２条（略） 

（公的年金等所得に係る保険料の減額賦 

課の特例） 

第１条及び第２条（略） 

（公的年金等所得に係る保険料の減額賦 

課の特例） 

第３条 当分の間、世帯主又はその世帯に 

属する被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が、前年中に所得税法第35条第３項 

に規定する公的年金等に係る所得につい

て同条第４項に規定する公的年金等控除

額（年齢65歳以上である者に係るものに 

限る。）の控除を受けた場合における第 

19条の２の規定の適用については、同条 

第１号中「総所得金額（同法」とあるの 

は「総所得金額（所得税法第35条第３項 

に規定する公的年金等に係る所得につい

ては、同条第２項第１号の規定によつて 

計算した額から15万円を控除した額によ

るものとし、地方税法」と、「110万円」とあ

るのは「125万円」とする。 

第３条 当分の間、世帯主又はその世帯に

属する被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が、前年中に所得税法第35条第３項

に規定する公的年金等に係る所得につい

て同条第４項に規定する公的年金等控除

額（年齢65歳以上である者に係るものに

限る。）の控除を受けた場合における第

19条の２の規定の適用については、同条

第１号中「総所得金額（同法」とあるの

は「総所得金額（所得税法第35条第３項

に規定する公的年金等に係る所得につい

ては、同条第２項第１号の規定によつて

計算した額から15万円を控除した額によ

るものとし、地方税法」とする。 

第４条から第７条まで （略） 

(新型コロナウイルス感染症に感染した 

被保険者等に係る傷病手当金) 

第８条 給与等（所得税法第28条第１項に

規定する給与等をいい、賞与（健康保険

法第３条第６項に規定する賞与をいう。）

を除く。以下同じ。）の支払を受けてい

る被保険者が療養のため労務に服するこ

とができないとき（新型コロナウイルス

感染症（病原体がベータコロナウイルス

属のコロナウイルス（令和２年１月に、

中華人民共和国から世界保健機関に対し

て、人に伝染する能力を有することが新

たに報告されたものに限る。）である感

染症をいう。以下この条から付則第10条

までにおいて同じ。）に感染したとき又

は発熱等の症状があり当該感染症の感染

が疑われるときに限る。）は、その労務

に服することができなくなつた日から起

第４条から第７条まで （略） 

(新型コロナウイルス感染症に感染した 

被保険者等に係る傷病手当金) 

第８条 給与等（所得税法第28条第１項に

規定する給与等をいい、賞与（健康保険

法第３条第６項に規定する賞与をいう。）

を除く。以下同じ。）の支払を受けてい

る被保険者が療養のため労務に服するこ

とができないとき（新型インフルエンザ

等対策特別措置法（平成24年法律第31号）

附則第１条の２に規定する新型コロナウ

イルス感染症に感染したとき又は発熱等

の症状があり当該感染症の感染が疑われ

るときに限る。）は、その労務に服する

ことができなくなつた日から起算して３

日を経過した日から労務に服することが

できない期間のうち労務に就くことを予

定していた日について、傷病手当金を支

給する。 



新 旧 

算して３日を経過した日から労務に服す

ることができない期間のうち労務に就く

ことを予定していた日について、傷病手

当金を支給する。 

第９条以降（略） 

 

 

 

 

第９条以降（略） 

付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和３年４月１日から施

行する。ただし、付則第８条第１項の改

正規定は、公布の日から施行する。 

 

（経過措置）  

２ この条例による改正後の第15条、第15

条の４、第15条の12、第16条の４、第19

条の２及び付則第３条の規定は、令和３

年度以後の年度分の保険料について適用

し、令和２年度以前の年度分の保険料に

ついては、なお従前の例による。 

 

 
 
 
 


